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国民健康保険給付制度のご案内

問国保年金課給付係（☎5722－9811、F5722－9339）

お知らせ

限度額適用認定証の交付
　限度額適用認定証を提示すると、１カ所の医療機関での入院や通
院にかかる1カ月当たりの医療費の一部負担金の支払いが、自己負
担限度額まで（非課税世帯は入院時の食事代も減額）になります。オ
ンライン申請で交付することができます（保険料の滞納がある場合
は、原則として交付不可）。
　また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きな
く、医療機関などの窓口で高額療養費制度の限度額が
適用されます。 オンライン

申請はこちら

高額療養費
　1カ月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に、差額
を支給します。対象者には診療を受けた3～4カ月後に申請書を送付し
ます。

葬祭費
　亡くなった加入者の葬儀を行ったかたに7万円を支給します（他の健
康保険から支給される場合は対象外）。

出産育児一時金
　加入者が出産した場合、50万円を支給します（他の健康保険から支給
される場合は対象外）。
　医療機関などでの手続きにより、出産育児一時金を出産費用に充てる
ことができる直接支払制度があります。

療養費
　旅先（海外を含む）での急病や緊急のやむを得ない理由などで、健康保
険を使えず、医療費の全額を支払った場合や、医師の指示で治療用装具
を作製した時などの保険給付相当額を支給します。

　国民健康保険は、医療費の一部負担金（2～3割）で診療を受けられる
ほか、次の給付制度があります（申請は2年以内）。詳細は区Ｗをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

　5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナ
が追加されます。

問戸籍住民課戸籍届出係（☎５７２２－９411、F5721－7814）

戸籍にフリガナが記載されます
お知らせ

　5月26日以降、本籍地の区市町村長から、戸籍に記載予定のフリガナ
が通知されます。本籍地が目黒区のかたへの通知は、7月中旬以降の発
送を予定しています。通知されたフリガナの確認をお願いします。詳細
は区Ｗをご覧ください。

　フリガナの届け出に手数料はかかりません。また、届け出をしなく
ても、罰則や罰金はありません。詐欺にご注意ください。

⃝正しい場合
　�　８年５月２6日以降に、通知のとおり戸籍に記載されるため手続きは
不要です。
⃝誤っている場合
　　マイナポータル、郵送、窓口のいずれかで届け出をしてください。

問企画経営課（☎5722－9106、F5722－6134）

　区は、SDGs（持続可能な開発目標）の普及啓発のため、東急グループ
が運行する「SDGsトレイン～美しい時代へ号」に、SDGsポスターを
掲示しています。ポスターを掲示したSDGsトレインは、東急東横線・
田園都市線・目黒線を運行予定です。

東急SDGｓトレインへの
ポスター掲示

お知らせ

時７月１３日まで（予定）

　区のポスターでは、地域の個人
や団体が、自主的に子どもや保護
者などに無料または低額で食事を
提供する区内の子ども食堂を紹介
しています。

平和の特派員
　平和の尊さを考え、学ぶため、小・中学生を広島市へ派遣します。戦
後80年の節目となる今年は、定員を例年より増やして募集します。

平和の特派員と平和祈念標語の募集

お知らせ 　区は、目黒区平和都市宣言（昭和60年5月）を行い、平和に関するさ
まざまな事業を通し、平和の尊さ、大切さを訴えてきました。これか
らも多くのかたに語り継ぎ、平和都市宣言の趣旨を知ってもらうため、
小・中学生を対象に平和の特派員と平和祈念標語を募集します。

平和祈念標語
　優秀賞受賞者は、8月6日（水）に区民センターホールで開催する平和祈念
のつどいで表彰します。入賞作品はめぐろ区報などへ掲載するほか、区の平
和記念事業などで活用します。

問総務課総務係（☎5722－9205、F5722－9409）

時8月5日（火）～7日（木）。2泊3日（区職員などが引率）
内平和記念式典への参列、原爆被爆者との懇談、市民へのインタビュー、
原爆ドーム見学ほか（派遣後、1,000字程度の体験報告を提出）
対次の全てを満たす、初参加の国・都・私立の小学6年～中学生
　※区立小・中学生は学校を通して募集
　①派遣時に区内在住・在学している
　②健康で2泊3日の派遣に適応できる
　③派遣の意義を理解し、保護者が同意している
　④�平和の特派員任命式・事前説明会（7月18日１７時開催）、体験報告
会（8月23日１４時開催）に参加できる

　⑤�広報や報告書への写真・氏名の掲載など、区の広報に協力できる
定36人（審査の上、抽選）　￥昼食代ほか（交通費・宿泊費は区が負担）
申�申込書（総合庁舎本館4階総務課で配布。区Ｗから印刷可）に、参加理
由、平和についての自分の考えと必要事項を書いて、5月30日（必着）
までに、総務課総務係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、Ｍhei
wakinen@city.ｍeguro.tokyo.jp）へ、郵送・Eメール・持参
　※結果は6月末に郵送で通知（区立小・中学生は学校より通知）

平和の特派員の昨年の様子

対区内在住・在学の国・都・私立の小学5年～中学生
　※区立小・中学生は学校を通して募集
申�応募用紙（総合庁舎本館4階総務課で配布。区Wから印刷可）に、標語1点
と必要事項を書いて、5月30日（必着）までに、総務課総務係（平和の特派
員の申参照）へ、郵送・Eメール・持参

応募上の注意
①1人1点で自作のものに限る
②�入賞作品の著作権は区に帰属

優秀賞の決定
　平和祈念標語選定会で選考します。
受賞者へは7月上旬に郵送で通知しま
す。


